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衆議院憲法調査会・参考人発言メモ

東京学芸大学・
お し お

小塩 隆士

１．現行制度の問題点

　　①　年金財政の悪化

・ 賦課方式の問題点

・ 年金純債務（過去期間に対する給付原価マイナス年金積立金）

　　　　　2000年度末時点　　 過去期間に対する給付原価＝695兆円

年金積立金＝143兆円

年金純債務＝552兆円

② 世代間格差の拡大

・ 生涯純受取率［＝（年金受給額－保険料負担額）／生涯賃金（％）］

　　　　　　　1950年（昭和 25年）生まれ：＋ 9.8％

1990年（平成　2年）生まれ：▲10.8％

・ 国庫負担引き上げでは解決できず

２．2004年改正に向けて

　　①　注目点：保険料固定方式

　　　・従来の方式：5年ごとに、人口推計や将来の経済見通しの変化を踏まえ、給付水準

を維持しながら、保険料率を調整

　　　・保険料固定方式：保険料率（現行：13.58%）の上限を法定（20%）し、その負担

の範囲内で給付水準を調整

② 年金純債務の拡大に歯止めがかかる⇒プラスに評価

③ しかし、世代間格差は是正されず

３．望ましい改革の方向（私見）

①　賦課方式の仕組みは、できるだけスリムにすべき

②　公的年金：老後の最低限の所得を保証する基礎年金部分に限定

それを上回る部分（報酬比例部分）は、個人による老後への備えを税制

などの形で支援すべき

　　　　　　　←現行のような高い給付水準は、少子高齢化の下では維持が難しい
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４．解決すべき課題

① 基礎年金の水準設定

・ 絶対的な基準はない

・ 一つの目安：生活保護（老夫婦 2人の場合）＝11万円―15万円程度

→現行の基礎年金の水準（1人 6万 7千円）を一応の目安とすべき？

② 年金給付と所得水準

・ 資力審査（ミーンズテスト）は事実上無理

・ 生活保護との関係

・ 年金以外の所得も合わせて、所得税で所得再分配を

　　　　　　　　　　　　　　　　（高齢者向け税制の見直し）

③ 財源調達のあり方

・ 世代内公平の観点＝高所得層ほど多くの負担を→所得に連動すべき

・ 定額保険料は正当化できず

・ 所得の捕捉を高めるべき

・ 消費税で調達するなら、10％台前半の税率→逆進性の軽減が必要

５．まとめ

① 公的年金はこれからも堅持すべき、社会保障の重要な仕組み

② ただし、少子高齢化の下では、

財源からみた持続可能性、世代間の公平性、世代内の公平性

という観点から、抜本的に見直す必要

③　私見：公的年金は、できれば基礎年金部分に限定し、その財源は職種に関係なく所

得と連動した形で調達すべき
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